
 

１．光ディスク等の規格について 

提出することができる光ディスク（CD・DVD）は、次に掲げるものとする。 

 

※書き込みは、ディスクアットワンス（シングルセッション）方式とする。 

 



 

２．ファイルの仕様 

 ファイル名は、「315dat**.txt」と記録する。  

なお、ファイル名の一部にある「**」には、ファイル数により、「01」～「99」を記録する。  

(例) 2枚の CDに分けて提出する場合  

・1枚目の CDに格納するファイル名･････「315dat01.txt」  

・2枚目の CDに格納するファイル名･････「315dat02.txt」 

 

３．その他 

・提出された光ディスクは返却いたしません。 

・提出の際には、必ずプラスティックケースに入れるなど破損を防ぐ十分な措置をとってください。 

・提出の際には、ファイルがコンピュータ・ウイルスに感染していないことを十分に確認してください。 

・複数義務者の給与支払報告書を提出する場合には、1枚のディスクに 1事業所としてください。 

・提出することができる光ディスク等の種類は、CD、DVDです。 

・すでに提出済みの光ディスク等のデータについて、追加、訂正及び取消がある場合については、書面により提出してください。 

・令和５年度までは、給与支払報告書を光ディスク等により提出していただいた場合に、市・県民税特別徴収税額通知（書面）と併せて、

電子データを光ディスク等により返送していましたが、税制改正により、令和６年度以降、光ディスク等による電子データの通知は行わな

いこととなっております。 

 


